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東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
、
「
東
電
」
と
い
う
）
は
、
プ
ル
サ
ー
マ
ル
計
画
に
基
づ
き
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
回
収
さ
れ
た 

 
 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
へ
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
移
転
を
行
っ
た
。
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
の
移
転
に
際
し
て
は
、
保
障
措
置
及
び
核
物
質
防
護
上
最
も
厳
し
い
管
理
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル

ギ
ー
へ
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
移
転
に
係
る
手
続
き
及
び
管
理
に
お
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
以
下
、
質
問
を
す
る
。 

一 

移
転
量
に
つ
い
て 

2 

東
電
に
よ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
へ
移
転
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
一
回
目
（
福
島
一
―
三
号
機
分
）
核
分 

1 

日
仏
原
子
力
協
定
に
基
づ
き
フ
ラ
ン
ス
か
ら
一
九
九
六
年
六
月
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
移
転
の
同
意
依
頼
が
あ
っ
た
。
そ
の

内
容
は
、
清
水
澄
子
参
議
院
議
員
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
一
九
九
八
年
七
月
二
八
日
付
）
に
よ
れ
ば
『
ベ
ル 

 
 

ギ
ー
に
一
九
九
六
年
十
月
以
降
及
び
一
九
九
八
年
一
月
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
一
定
量
を
移
転
』

と
あ
る
。 

フ
ラ
ン
ス
か
ら
実
際
に
移
転
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
量
の
通
知
は
あ
っ
た
の
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
つ
、
ど
の
よ

う
な
内
容
か
。 

東
京
電
力
海
外
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
移
転
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

二 

欧
州
共
同
体
委
員
会
（
以
下
、
「
Ｅ
Ｃ
委
員
会
」
と
い
う
）
及
び
ベ
ル
ギ
ー
と
の
交
換
公
文
に
つ
い
て 

5 

あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
白
書
に
は
そ
の
旨
記
載
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
な
い
と
す
れ
ば
、
第
三
国
へ
の
移
転

が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ル
ギ
ー
で
の
在
庫
量
を
記
載
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。 

4 

一
九
九
八
年
版
原
子
力
白
書
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
へ
の
移
転
さ
れ
た
量
が
表
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス

か
ら
報
告
を
受
け
た
年
末
在
庫
に
ベ
ル
ギ
ー
へ
の
移
転
量
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

3 

い
つ
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
様
に
し
て
、
こ
の
実
際
の
移
転
量
を
知
っ
た
の
か
。
ま
た
、
二
回
の
移
転
年
月
日
は
い
つ 

 
 

か
。 

一
九
九
七
年
二
月
一
〇
日
付
け
Ｅ
Ｃ
委
員
会
及
び
ベ
ル
ギ
ー
と
の
交
換
公
文
（
以
下
、
「
取
極
」
と
い
う
）
の
附
属
書
に 

 

お
い
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
二
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
九
九
七
年
九
月
以
前
に
、
二
六
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
九
九
八
年
七
月
以

前
に
移
転
す
る
と
の
国
際
約
束
を
し
て
い
る
。
「
取
極
」
に
お
い
て
、
約
束
し
た
二
回
目
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
移
転
量
は
二
六 

裂
性
一
四
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
総
量
二
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
九
九
七
年
五
月
移
転
し
、
二
回
目
（
柏
崎
三

号
機
分
）
核
分
裂
性
一
三
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
総
量
二
〇
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
九
九
八
年
六
月
移
転
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。
移
転
し
た
年
月
日
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
量
は
、
東
電
の
説
明
で
間
違
い
な
い
か
。 

二 

 



 

3 

清
水
澄
子
議
員
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
一
九
九
七
年
七
月
一
八
日
付
）
で
「
取
極
」
に
つ
い
て 

2 

こ
の
移
転
量
の
変
更
に
つ
い
て
、
実
際
の
移
転
前
に
Ｅ
Ｃ
委
員
会
及
び
ベ
ル
ギ
ー
へ
連
絡
を
し
、
な
ん
ら
か
の
変
更
手

続
き
等
対
処
を
し
た
か
。
連
絡
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
年
月
日
と
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
何
も
し
て
い
な
い
と
す

れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

1 

実
際
の
移
転
前
に
事
業
者
か
ら
移
転
量
変
更
の
届
出
等
の
連
絡
は
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
こ
の
事
業
者
か

ら
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
移
転
量
変
更
の
理
由
は
何
か
。 

「
取
極
」
に
お
け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
移
転
量
を
決
め
た
根
拠
は
、
清
水
澄
子
議
員
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
一
九 

九
八
年
七
月
二
八
日
付
）
に
よ
れ
ば
『
政
府
が
我
が
国
関
係
事
業
者
か
ら
、
Ｅ
Ｃ
委
員
会
及
び
ベ
ル
ギ
ー
政
府
が
先
方
関
係

事
業
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
た
核
物
質
の
移
転
予
定
量
、
移
転
予
定
時
期
等
を
踏
ま
え
て
附
属
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
し

た
。
』
と
あ
る
。 

二
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
移
転
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
量
は
二
〇
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
五
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
少
な

か
っ
た
。 

（
1
） 

核
物
質
等
我
が
国
か
ら
国
外
へ
移
転
さ
れ
る
場
合
に
は
、
移
転
先
国
等
に
お
け
る
平
和
的
利
用
等
に
つ
い
て
の 

三 

 



 

と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
同
じ
清
水
議
員
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
一
九
九
八
年
二
月
一
七
日
付
）
に
よ
れ
ば
、
『
政
府
は
我 

 
 

が
国
と
ベ
ル
ギ
ー
王
国
と
の
間
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和
利
用
に
お
け
る
協
力
が
限
定
的
か
つ
短
期
的
で
あ 

る
こ
と
等
を
勘
案
し
、
平
和
的
利
用
等
の
保
証
を
得
る
た
め
に
、
包
括
的
か
つ
長
期
的
な
枠
組
み
で
あ
る
原
子
力
協
定
を 

 

締
結
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
取
極
を
締
結
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
』
と
あ
る
。 

今
回
の
移
転
の
根
拠
は
、
原
子
力
協
定
と
同
等
で
あ
る
国
際
約
束
の
「
取
極
」
に
よ
り
、
移
転
量
と
時
期
を
定
め
、
保 

 
 

障
措
置
及
び
核
物
質
防
護
が
「
保
証
」
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
移
転
す
る 

 
 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
五
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
変
更
さ
れ
た
。
保
障
措
置
及
び
核
物
質
防
護
の
「
保
証
」
は
、
厳
格
な
数
値 

（
3
） 

今
回
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
委
員
会
及
び
ベ
ル
ギ
ー
政
府
と
の
交
換
書
簡
の
取
極
に
よ
り 

「
平
和
的
利
用
等
の
保
証
」
を
得
て
い
る
の
で
、
ベ
ル
ギ
ー
と
の
原
子
力
協
定
を
締
結
す
る
必
要
は
な
い
。 

（
2
） 

「
平
和
的
利
用
等
の
保
証
」
は
、
二
国
間
の
原
子
力
協
定
（
長
期
的
、
包
括
的
）
及
び
個
々
の
移
転
ご
と
の
移

転
先
国
政
府
等
と
の
取
極
等
に
よ
り
得
る
。 

保
証
（
「
平
和
的
利
用
等
の
保
証
」
）
を
得
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

四 

 



 

 

五 

を
定
め
る
こ
と
で
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
移
転
量
の
変
更
は
「
取
極
」
移
転
量
の
変
更
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
し
た
が
っ
て
、
「
取
極
」
移
転
量
の
変
更
が
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
「
取
極
」
に
よ
る
「
保
証
」
は
不
確
か 

 
 

 
な
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

三 

日
仏
原
子
力
協
定
の
解
釈
に
つ
い
て 

日
仏
原
子
力
協
定
第
四
条
3
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
へ
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
移
転
に
際
し
て
は
、
フ

ラ
ン
ス
政
府
が
移
転
先
の
保
障
措
置
・
核
物
質
防
護
等
の
保
証
を
得
る
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
何
故
、
フ
ラ
ン
ス

政
府
が
保
障
措
置
・
核
物
質
防
護
等
の
保
証
を
得
ず
、
日
本
政
府
が
Ｅ
Ｃ
委
員
会
及
び
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
保
証
を
得
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
と
理
由
は
何
か
。 

右
質
問
す
る
。 


